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純国産絹マーク管理規程第９条に定めるシール等の交付金額は、以下のとおりとする。

１．シール等の金額

シール等の交付金額は、作成枚数に応じ、以下の金額とする。なお、分割印刷の場合は、その

作成時の枚数を基本し、この単価には、消費税等を含むものとする。

（１）シール ①１～１０枚は、３３０円、②１１～１００枚は、単価３３円に１０枚超の枚数を

乗じた額、③１０１枚以上は、単価２２円に１００枚超を乗じた額の合計額とする。

（２）タッグ ①１～１０枚は、５５０円、②１１～１００枚は、単価５５円に１０枚超の枚数を

乗じた額、③１０１枚以上は、単価３３円に１００枚超を乗じた額の合計額とする。

２．徴収方法

蚕糸会は、審査終了後、純国産絹マークのシール等交付申請書に基づき、上記の単価に発行枚

数を乗じて得た金額の請求書を申請者に送付するものとし、支払方法は、現金又は銀行振込み（振

込手数料は申請者負担）によるものとする。

３．シール等の発送

シール等の発送について、印刷納品、入金確認後、速やかに発送するものとし、送料は、蚕糸

会が負担する。

なお、発送に際しては、記録等の残る方法で発送するものとする。

４．シール等の返却

生産計画等の変更によりシール等が不要となった場合は、シール等を速やかに蚕糸会に返却す

るものとする。その場合は、すでに支払った交付金額は、返却しない。

５．その他

シール等について、申請者側の校正ミス等で再度、印刷する場合は、印刷会社からの請求額を

申請者に請求するものとする。


